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乙訓環境衛生組合における女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画 

 

平成２８年４月１日   

乙訓環境衛生組合管理者 

 

○ はじめに 

  乙訓環境衛生組合における女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計

画は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第

６４号。以下「法」という。）第１５条に基づき、働く場面で活躍したいとい

う希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実

現するために、乙訓環境衛生組合が策定した特定事業主行動計画です。 

 

 

１．計画期間 

  この計画の期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの

５年間とします。 

 

２．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

  組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、すべての職員の理解

を得ながら取り組んでいくものとします。 

  また、実施委員会を設置し、本計画の策定・変更、本計画に基づく取り組

みの実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等を行います。 

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

  法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に

基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第

６１号。以下「内閣府令」という。）第２条に基づき、女性職員の職業生活に

おける活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行いまし

た。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標

を設定します。 

  なお、この目標は、最も大きな課題に対応するものから順に掲げています。 

 

 

 

 



 

 ⑴ 女性の採用状況 

   女性職員の活躍を推進するにあたり、女性の採用の拡大は重要です。多

くの優秀な女性を採用するためには、採用試験の受験者数を増やす取り組

みが必要です。 

 

  ① 現状の分析 

   ア．採用試験の受験者数及び採用者数（平成２５年度実績） 

受験者数 うち女性 女性割合 採用者数 うち女性 女性割合 

59 人 9 人 15.3％ 2 人 0 人 0.0％ 

 

   イ．職員の女性割合（平成２７年４月１日現在） 

職員数 うち男性職員 うち女性職員 女性職員割合 

36 人 30 人 6 人 16.7％ 

 

   ウ．職員の平均継続勤務年数（平成２７年４月１日現在） 

職員全体 男性職員 女性職員 

21 年 10 ヶ月 23 年 6 ヶ月 13 年 3 ヶ月 

 

     平成２７年４月１日現在の職員の女性割合は、１６．７％という状

況です。これは、採用試験の受験者に占める女性割合が少ないことか

ら、採用した職員の女性割合が低くなったことが考えられます。 

     また、女性職員の平均継続勤務年数は、１３年３ヶ月という状況で

す。これは、女性職員が比較的近年から採用されていることが要因で

あると考えられます。 

 

  ② 今後の取り組み 

    より多くの女性に採用試験を受験してもらうため、ホームページや広

報紙を活用し、女性が活躍できる職場であること、職員が職場と家庭を

両立し安心して子育てのできる職場であることを広報します。 

 

  ③ 数値目標 

    平成３２年度までに、採用試験の受験者総数に占める女性割合を 

   ２５％以上にします。 



 

 ⑵ 女性職員の役職別在職状況 

   女性職員が能力を発揮し、意欲的に仕事ができるようにするため、管理

職とすることが重要です。 

 

  ① 現状の分析 

   ア．役職別在職状況（平成２７年４月１日現在） 

 
人数 うち女性 女性割合 

局長・参事  1 人  0 人  0.0％ 

次長・会計管理者  2 人  0 人  0.0％ 

課長・主幹  3 人  0 人  0.0％ 

課長補佐  5 人  0 人  0.0％ 

係長・総括主査 13 人  2 人 15.4％ 

計 24 人  2 人  8.3％ 

 

     平成２７年４月１日現在の係長級以上の女性割合は、８．３％とい

う状況です。さらに、課長補佐級以上の役職における女性職員は０人

という状況です。 

 

  ② 今後の取組み 

    女性職員の意欲向上を図るために、キャリア形成上の課題や悩みを相

談できる経験豊富な職員の育成に努めるとともに、外部研修制度等を活

用し、計画的な育成やキャリア形成を支援します。 

 

  ③ 数値目標 

    平成３２年度までに、課長補佐級以上の女性職員を１人以上にします。 

 

  



 

 ⑶ 年次有給休暇の取得状況 

   職員が能力を十分に発揮して仕事に取り組めるようにするためには、仕

事と家庭生活の両立が重要です。そのためには、超過勤務時間の削減や年

次有給休暇を取得しやすい環境づくりが必要です。 

 

  ① 現状の分析 

   ア．職員１人当たりの各月の超過勤務時間（平成２６年度実績） 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

１人当たりの 

超過勤務時間 
4.62 4.17 5.07 5.07 2.45 6.82 

月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

１人当たりの 

超過勤務時間 
11.36 13.04 10.43 3.54 4.68 9.03 

 

   イ．年次有給休暇の取得日数（平成２６年実績） 

全職員 うち男性職員 うち女性職員 

12.7 日 11.5 日 19.1 日 

 

     平成２６年度の職員１人当たりの各月の超過勤務時間は表のとおり

であり、１０月から１２月までが１０時間を超えています。これは、

予算編成事務を行う時期であることと、年末の施設運転管理業務が要

因と考えられます。 

     また、平成２６年の年次有給休暇の取得時間は、１２．７日という

状況です。 

 

  ② 今後の取組み 

    毎週水曜日を定時退庁日とします。また、所属長が率先して早期退庁

を行い、職員の早期退庁を勧奨します。 

    また、事務の簡素合理化を図るとともに、定期的に職員の業務量を見

直し、各職員の業務量の平準化を図ります。 

 

  ③ 数値目標 

    平成３２年度までに、全職員の年次有給休暇の取得率７０％以上にし

ます。 



 

 ⑷ 育児休業の取得状況 

   育児休業等を取得することで、親子の時間を大切にして子どもと触れ合

うことで家庭生活の充実感が得られます。 

   また、子育ての経験から職務における視野が広がる等、仕事に取り組む

うえで有益であると考えられるので、育児休業等の取得を促すことが必要

です。 

 

  ① 現状の分析 

   ア． 育児休業の取得状況（平成２８年１月１日現在） 

  対象者 休業中 復帰 取得率 平均取得期間 

男性職員 1 人 0 人 0 人 0.0% ― 

女性職員 1 人 0 人 1 人 100.0% 1 年 10 月 

 

   イ．男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得状況 

     （平成２５年度実績） 

対象者数 
配偶者出産休暇 育児参加休暇 

取得者数 取得日数 取得者数 取得日数 

1 人 1 人 1 日 0 人 0 人 

 

     女性職員については、育児休業を取得していますが、男性職員には

実績がありません。 

     また、男性職員の配偶者出産休暇の取得実績はありますが、育児参

加休暇の実績はありません。 

 

  ② 今後の取組み 

    ガイドブックを作成し、育児休業等の制度を周知するとともに、男性

職員の妻が出産する場合に取得できる配偶者出産休暇、妻の出産後等の

期間中に取得できる育児参加休暇及び育児休業等について周知するとと

もに、これらの休暇等を取得することに対して、所属長をはじめ職場の

理解が得られるための環境づくりに努めます。 

 

  ③ 数値目標 

    平成３２年度までに、男性職員の妻が出産する場合の特別休暇（配偶

者出産休暇及び育児参加休暇）の取得率を１００％にします。 


